
情報通信行政・郵政行政審議会  

電気通信事業部会（第１９回）議事録 

 

第１ 開催日時及び場所 

平成２２年３月２９日（月） １３：３０～１４：５４ 

於、第一特別会議室 

第２ 出席した委員（敬称略） 

酒井 善則（部会長代理）、國井 秀子、長田 三紀、宮本 勝浩 

                              （以上 4名） 

第３ 出席した臨時委員（敬称略） 

東海 幹夫                          （以上 1名） 

第４ 出席した関係職員等 

桜井 俊（総合通信基盤局長）、福岡 徹（電気通信事業部長）、山田 真貴子（総

合通信基盤局総務課長）、淵江 淳（事業政策課長）、古市 裕久（料金サービス課

長）、村松 茂（料金サービス課企画官）、田原 康生（電気通信技術システム課長）、

川村 一郎（電気通信技術システム課企画官）、岡田 寿夫（情報流通行政局総務

課課長補佐（事務局）） 

第５ 議題 

（１）答申事項 

ア 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信

設備に関する接続約款の変更の認可（長期増分費用方式に基づく平成２２年度

の接続料等の改定）について【諮問第３０２０号】 

イ 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信

設備に関する接続約款の変更の認可（ＮＧＮに係る平成２２年度の接続料の改

定及び電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールに係る接続約款の措置）

について【諮問第３０１９号】 

（２）諮問事項 

ア 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信

設備に関する接続約款の変更の認可（ＮＧＮのイーサネット接続に係る平成２
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２年度の接続料の設定）について【諮問第３０２２号】 

イ 端末設備等規則の一部改正について【諮問第３０２３号】 

（３）報告事項 

ア 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の基礎的電気通信役務

に係る効率化のための具体的方策並びに基礎的電気通信役務支援機関の平成22

年度事業計画について 

イ 競争セーフガード制度に基づく検証結果（２００９年度）について 
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開  会 

○酒井部会長代理  それでは、ただいまから情報通信行政・郵政行政審議会電気通信事

業部会、第１９回ですが、開催いたします。 

 本日は根岸部会長が欠席でございますので、私が議事を進めさせていただきます。本

日は委員６名、臨時委員２人の合計８名中５名が出席されておりますので、定足数を満

たしております。 

 それでは、お手元の議事次第に従いまして、議事を進めていきたいと思います。本日

の議題は、答申事項２件、諮問事項２件、報告事項２件でございます。 

○酒井部会長代理  初めに、答申事項より審議いたします。諮問第３０２０号、東日本

電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続

約款の変更の認可（長期増分費用方式に基づく平成２２年度の接続料等の改定）でござ

いますが、これについて審議いたします。 

 本件は、総務大臣からの諮問を受けまして、２月２２日開催の当部会におきまして審

議を行い、３月１５日までの間意見募集を行い、その後寄せられた意見を踏まえまして、

接続委員会で調査・検討していただきました。 

 本日は、接続委員会の主査であります東海委員より、検討結果についてご報告いただ

きますので、よろしくお願いいたします。 

○東海臨時委員  それでは、お手元の資料の１９－１をごらんいただきたいと思います。

東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関す

る接続約款の変更の認可（長期増分費用方式に基づく平成２２年度の接続料等の改定）

につきまして、接続委員会における調査・検討の結果についてご報告をさせていただき

ます。 

 本件は、接続料規則の一部を改正する省令の公布、施行を受けて、長期増分費用方式、

いわゆるＬＲＩＣ方式に基づく平成２２年度接続料等を改定するため、ＮＴＴ東西の関

係するところ、接続約款の変更を行うものでございます。 

 本件につきましては、先ほど部会長代理からお話しございましたとおりのスケジュー

ルで意見の募集が行われました。これを受けまして接続委員会で調査・検討を行ったと

ころでございます。 

 検討の結果、お手元の資料の表紙をおめくりいただきました１９－１の１ページでご

ざいますけれども、そこにございます報告書のとおり、結果は諮問のとおり認可するこ



－2－ 

とが適当ということとさせていただきました。 

 詳細につきましては総務省よりご説明いただけるということでございますので、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

○村松料金サービス課企画官  それでは、２ページをごらんください。私のほうからい

ただいた意見と考え方につきましてご説明申し上げます。 

 まず、「意見１」でございます。平成２２年度の長期増分費用方式に基づく接続料は

上昇しており、今後もトラヒックが減少し、接続料が上昇し続けることが見込まれるた

め、平成２３年度以降の接続料算定方法については、長期増分費用方式に基づく接続料

算定の在り方自体を抜本的に見直すべき。また、ＮＴＴ東西は、平成２３年度以降の接

続料の算定の在り方の検討に必要となる情報を速やかに公表すべきとのご意見でござい

ます。 

 これに対する考え方でございますが、今回申請のあった長期増分費用方式に基づく平

成２２年度の接続料の改定については、本年２月に改正された接続料規則に規定する算

定方法に基づき適切に算定されたものと認められる。 

 他方、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行が進展する中で、今後もトラヒックの減少傾向が

続くことが想定されることから、総務省においては、平成２３年度以降の接続料算定の

在り方について、今後の接続料水準を注視しつつ、長期増分費用モデルの評価も含め検

討を行うことが適当である。 

 また、ＮＴＴ東西は、平成２２年度にＰＳＴＮからＩＰ網への移行について概括的展

望を公表することとしているが、平成２２年２月２２日付当審議会答申においても要望

を行ったとおり、今後接続料算定の在り方に係る検討を行う場合にはＰＳＴＮからの具

体的移行展望等が示されることが必要であるため、ＮＴＴ東西は、必要な情報の早期か

つ積極的な開示を行うことが適当であるとされているところでございます。 

 続きまして、３ページをお開きください。「意見２」でございます。平成２３年度以

降の接続料算定の在り方については、ＮＴＴ東西による具体的なＩＰ網への移行計画の

公表を待つことなく、他のＰＳＴＮ接続料を含めて検討すべき。また、その際にはき線

点ＲＴ－ＧＣ間伝送路費用の扱いについても併せて検討すべき。 

 これに対する考え方でございますけれども、平成２２年２月２２日付当審議会答申に

おいても要望を行ったとおり、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行が進展する中で、今後もレ

ガシー系サービスの需要の減少傾向が続くことが想定されることから、総務省は、今後
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の接続料水準を注視しつつ、ユニバーサルサービス制度の在り方との関係にも配意しな

がら、必要に応じレガシー系サービスの接続料算定の在り方について検討を行うことが

適当である。 

 また、き線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの扱いについては、平成２０年１２月付情報

通信審議会答申において、利用者負担の抑制を図る観点から、平成２１年度（認可年

度）からの３年間も引き続き、接続料原価に算入する現行方式の採用が適当とされたと

ころである。平成２３年度以降の接続料算定の在り方について検討する際には、上記答

申におけるき線点ＲＴ－ＧＣ間伝送路コストの扱いが、接続料水準への影響に配慮しつ

つ利用者負担の抑制を図るとともに、制度の安定性を確保する観点に基づくものである

点も踏まえ、当該コストの扱いについても改めて検討することが適当であるとされてお

ります。 

 続きまして、４ページの「意見３」でございます。平成２２年度の長期増分費用方式

に基づく接続料が大幅に上昇していることに加え、同方式により算定されたコストが、

実際のコストよりも高い値となっているなど、現行の長期増分費用方式による接続料算

定には問題がある。このため、平成２２年度の接続料を現行水準に維持・凍結すると共

に、接続料算定方法の抜本的見直しを含め、現行規制の在り方自体を早急に見直すべき

とのご意見です。 

 これに対する考え方でございます。今回申請のあった長期増分費用方式に基づく平成

２２年度の接続料の改定については、本年２月に改正された接続料規則に規定する算定

方法に基づき適切に算定されたものと認められる。 

 また、実際費用が長期増分費用方式により算定された費用よりも低い値となることに

ついては、平成１９年９月付情報通信審議会答申に示したとおり、両費用が今後どのよ

うに推移していくのかを現時点で正確に判断することは困難であり、現時点で実際費用

の方が低い値であることをもって直ちに長期増分費用方式の有用性の有無を判断するこ

とは適切ではない。 

 以上のことから、電気通信事業法において「接続料が能率的な経営の下における適正

な原価を算定するものとして総務省令で定める方法により算定された原価に照らし公正

妥当なものであること」と規定されていることもかんがみると、現行の接続料水準を政

策的観点から維持・凍結することは必ずしも合理的であるとはいえない。 

 なお、総務省においては、今後も実際費用と長期増分費用方式により算定された費用
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の乖離幅について注視し、必要に応じて要因分析等を行うことが適当である。 

 ５ページに行きまして、続きでございますが、平成２３年度以降の接続料算定の在り

方については、考え方１のとおりとされているところでございます。 

 以上でございます。 

○酒井部会長代理  どうもありがとうございました。 

 それでは、ご意見、ご質問等ございませんでしょうか。どうぞ。 

○宮本委員  今回、答申案は、私、これで結構だと思いますけれども、最初の「意見の

１」に対するこちらの考え方にありますように、やはりトラヒックの減少が続いていき

ますと、いわゆる長期増分費用モデルでは、これがこのままずっとこの評価方法でいい

のかということがありますので、今後とも少し検討するということが必要ではないかな

というふうに思います。 

 以上でございます。 

○酒井部会長代理  どうぞ。 

○東海臨時委員  先ほど行政のほうからご説明いただいたところが主としてご意見と考

え方というところでございますけれども、今、委員からご質問ございましたことが７ペ

ージからの申請概要に全部まとまってございまして、特に細かい接続料は１０ページか

ら１１ページでございますけれども、７ページの一番下に出ているＧＣ接続、ＩＣ接続

のこの金額というのが今回の数字ということでございます。これはここ５年間の間、Ｎ

ＴＳコスト、ノン・トラヒック・センシティブのコストを接続料の計算式から除くとい

う形を審議会で答申をいたしまして、現実にはそういうふうな形でもって接続料算定が

なされた効果がございましたものですから、その５年間は毎年毎年この数字が下がって

きたというような結果だったわけです。 

 しかしながら、実はここへ来て、このＮＴＳコストの控除をするという効果が既に終

わりましたものですから、と同時に、もう一つ、逆にユニバーサルサービスのコスト計

算のほうから、８ページに出ておりますけれども、ＦＲＴ－ＧＣ間伝送路のコストとい

うものが逆に戻ってくるという、これはかなりきいておりまして、その部分が主たる上

昇原因となっておりますが、今委員ご指摘のとおり、８ページにトラヒックの数字が全

部出ておりますけれども、まさにこれが構造的な問題でどんどん下がっていくというこ

とも、これも要因の１つとして十分に認識しておかなければならないところでございま

す。これは接続委員会でも確認させていただいたところでございます。 
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 そういったことを受けて、今いろいろな環境変化が、この問題だけでなく、激しく動

き、また、そのことをしっかりと認識した政策を考えていかなきゃならないという時代

は、他の問題でも確認してきたところでございますので、今回の考え方の整理につきま

しては、かなり総論的に、今、年度末でございますけれども、新年度になりましたら、

早い時期に全体をしっかり見渡すというような検討をしっかりやるべきだということを

今回の考え方の整理の大きな特徴にさせていただいているというところでございます。 

 私からは以上でございます。 

○酒井部会長代理  よろしいでしょうか。私も接続委員会と長期増分モデル、両方とも

メンバーです。おっしゃることはよくわかりますが、長期増分もずっと前からやってい

て、この計算方法がほんとうによろしいのかどうかというのははっきりわからないとこ

ろもありますけれども、客観的な手法として、今のところベターなほうかなということ

です。何しろトラヒックが下がってくるしわ寄せが行って、コストが上がる傾向が出て

きます。その辺も含めて次年度からは検討が非常に重要であるということを、ここでは

書いている段階だと思います。 

○宮本委員  結構だと思います。 

○酒井部会長代理  どうぞ。 

○國井委員  今回はいいかと思うんですけれど、どのくらいのスピードで検討していか

れるのか、情報開示をされるのか。この分野は非常に変化が速いところなので、それに

追随できるような体制もつくっていく必要があると思うんですね。それに関してはどの

ように目標を定めていらっしゃいますか。 

○酒井部会長代理  タイムスケジュールはお願いします。 

○村松料金サービス課企画官  まず今回ご審議いただいておりますＬＲＩＣに基づきま

す接続料につきましては、２２年度までのルールは決められておりますけれども、２３

年度以降についてはこれからでございます。これにつきましては準備ができ次第審議会

のほうにお諮りしてご審議をお願いしたいということで考えているところでございます。 

 開示という点は、ＮＴＴの東日本、西日本の概括的展望かと思いますけれども、それ

につきましては今後ともＮＴＴ東西に対しまして審議会からもいただいておりますよう

に、早期開示をお願いしたいということでやっていきたいと考えております。 

○酒井部会長代理  よろしいでしょうか。コンピューターのほうはドッグイヤーという

感じなのですが、必ずしもレガシーの電話はそうでもないところがあって、１年で全部
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なくなっちゃうとか、そんなことはほとんどありませんので、比較的コンピュータに比

べるとゆっくりなペースかなという形では思っておりますが、それでもだんだん時代が

変わってまいりますので、そろそろ検討する時期かなという感じは持っております。よ

ろしいでしょうか。 

 それでは今後検討しなければいけないという重要条件を踏まえつつ、諮問３０２０号

につきましては、この答申案どおりにしたいと思いますけれども、よろしいでしょうか。 

 そうさせていただきます。どうもありがとうございました。 

○酒井部会長代理  では、続きまして、諮問第３０１９号、東日本電信電話株式会社及

び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可、

いわゆるＮＧＮに関係する接続料でございます。これについて審議いたします。 

 本件は総務大臣の諮問を受けまして、１月１９日開催の当部会において審議を行いま

して、２月１８日までの間に１回目の意見募集を行いました。その後２月２３日に提出

されました意見を公表するとともに、３月９日までの間再意見の募集を行いまして、２

回の意見募集でいただいた意見を踏まえまして、接続委員会で調査・検討いただきまし

た。 

 本日は接続委員会の主査の東海委員より検討結果についてご報告いただきたいと思い

ます。よろしくお願いします。 

○東海臨時委員  それでは、資料１９－２をごらんいただきたいと思います。 

 東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指定電気通信設備に関

する接続約款の変更の認可でございますが、内容は大きく分けますと２つございまして、

ＮＧＮに係る平成２２年度の接続料の改定の問題と、もう一つは電気通信市場の環境変

化に対応した接続ルールに係る接続約款の措置に関するものでございます。接続委員会

における調査・検討の結果についてご報告をさせていただきます。 

 本件は、ＮＴＴ東西のＮＧＮ、ネクスト・ジェネレーション・ネットワークに係る機

能につき、平成２２年度接続料を設定するとともに、平成２１年１０月１６日付け情報

通信審議会答申、「電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールの在り方について」

により示された固定ブロードバンド市場における接続ルールに係る接続約款の措置を行

うものでございます。 

 この意見募集のスケジュールにつきましては先ほど部会長代理からお話があったとお

りでございますので、省略いたします。 
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 接続委員会の検討の結果、お手元の資料１９－２の１ページにございます報告書のと

おり、諮問のとおり認可することが適当とすることといたしました。 

 報告書の詳細につきましては総務省でご説明いただきたいと思います。 

○古市料金サービス課長  それでは、お手元の資料１９－２に基づきましてＮＧＮに係

る平成２２年度の接続料の改定及び電気通信市場の環境変化に対応した接続ルールに係

る接続約款の措置についてご説明をさせていただきます。 

 なお、本件のうちＷＤＭ装置における接続に係る技術的条件の変更について、３月４

日にＮＴＴ東西から総務大臣に対して接続約款の変更認可申請の補正申請がなされてお

ります。これを受けて３月１２日付けで、総務大臣より情報通信行政・郵政行政審議会

に対し、諮問の補正に係る通知を行っております。電気通信事業部会におきまして、部

会長ご了承のもとで文書審議が行われ、補正申請の内容については改めて意見募集の対

象としないことについて委員全員のご了承をいただきましたので、そのとおり決定され

たものでございます。 

 それでは、資料１９－２、２ページ、横長の別添資料をおあけいただけますでしょう

か。本件接続約款の変更案に対する意見及びそれらの意見に関し接続委員会で取りまと

められた考え方をまとめた資料でございます。 

 まず、ＮＧＮに係る平成２２年度の接続料の改定に対する意見でございます。「意見

１」、ＮＧＮ接続料に係る現行の算定方式を継続することの妥当性についてさらなる検

討が必要との意見でございます。 

 これに対する考え方は、ＮＧＮは、利用者数、サービス内容ともに発展期にあるネッ

トワークであるため、今後のネットワークの急速な発展に応じ、必要があれば接続料算

定のあり方等を適時、適切に見直すことが必要である。 

 なお、レガシー系サービスについても平成２２年２月２２日付け当審議会答申におい

ても要望を行ったとおり、ＰＳＴＮからＩＰ網への移行が進展する中で今後も需要の減

少傾向が続くことが想定されることから、総務省は今後の接続料水準を注視しつつ、ユ

ニバーサルサービス制度のあり方との関係にも配意しながら、必要に応じ接続料算定の

あり方について検討を行うことが適当であるとされているところでございます。 

 次に、５ページをおあけいただけますでしょうか。「意見２」。将来原価方式により接

続料を算定する場合には、長期の算定期間を採用すべきとの意見でございます。 

 これに対する考え方は、ＮＧＮは、サービス開始後日が浅いため、現時点では需要が
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少なく、今後相当の需要の増加が見込まれるサービスであることにかんがみると、昨年

度に引き続き平成２２年度の１年間を算定期間とした将来原価方式により算定している

ことは適当であるとされているところでございます。 

 次に、「意見３」、ポート容量比は暫定的なコストドライバなので、より正確な接続料

を算定するためアクティビィに着目したドライバを採用すべきとの意見でございます。 

 これに対する考え方は、今回の申請における接続料算定においては、暫定的なコスト

ドライバであるポート容量比を昨年に引き続き採用しているところであるが、現時点で

のＮＧＮトラヒックの把握は短期間であり、当該データから２年後のトラヒックについ

て適切な予測を行うことは困難である点を考慮すると適当であると認められる。 

 ただし、次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究会報告書で示されたとおり、

アクティビティを考慮したコストドライバのほうがより適切な費用配賦方法と考えられ

るため、ＮＴＴ東西においては、次回の接続料算定に当たり、想定トラヒック比、また

はポート実績トラヒック比、さらにこれら以外の選択肢も含めて、コストドライバのあ

り方について検討を深めることが適当である。なお、その場合には、接続事業者や利用

者に与える影響も考慮しつつ検討を行うことが必要であるとされているところでござい

ます。 

 次に、「意見４」、帯域換算係数を用いずに算定した場合のコスト配賦の結果及び接続

料水準を公表し、係数の妥当性について検証すべき。また、ＱｏＳと帯域換算の加味に

ついて、適時適切に見直しを行うべきとの意見でございます。 

 これに対する考え方は、費用配賦に係る帯域等換算係数の設定方法及びＱｏＳの反映

方法については研究会報告書に示された考え方に基づくものであり、一定の客観性、合

理性がある。ただし、帯域換算係数については、今後のＩＰ系装置の市販価格の経年変

化によって見直しが必要となる事態が想定される。また、ＱｏＳの有無、程度の反映方

法についても、需要の増加に応じて今後ＮＧＮ設備をどのように増強するかにより異な

り得る。 

 以上を踏まえ、ＮＴＴ東西においては、帯域換算係数の設定方法やＱｏＳの有無、程

度の反映方法について引き続き検討を深めることが適当であるとされているところでご

ざいます。 

 次に、「意見５」、ＩＧＳ接続料について、需要の立ち上げ期においてはＩＰ系設備に

係る保守費を個別に算定するのではなく、従来の算定方法を引き続き採用すべきとの意



－9－ 

見でございます。 

 これに対する考え方は、ＩＧＳ接続料の原価のうちの保守費に関する費用については、

「電気通信事業における会計制度の在り方に関する研究会」報告書を踏まえてＩＰ系設

備に係る保守費の直接把握を可能としたこと等を踏まえて算定していることから、合理

性があるとされているところでございます。 

 次に、「意見６」、既存ひかり電話網に係る設備管理運営費の算定について、ＮＧＮの

ひかり電話と同様の考え方で設備増設を予測して取得固定資産額の伸び率を考慮するこ

とが適切か再考すべきとの意見でございます。 

 これに対する考え方は、既存ひかり電話網の平成２２年度の設備管理運営費について

は、今後の需要も踏まえて予測しているところ、実際に平成２１年度の予測値に比べて

も減少していることから、適当な予測がなされているものと認められるとされていると

ころでございます。 

 次に、「意見７」、ＮＧＮのアンバンドルや接続料算定のあり方については、接続料原

価に算入すべきコストは何かという観点を踏まえて整理する必要があるとの意見でござ

います。 

 これに対する考え方は、ＮＧＮが当初実装していない接続機能を追加するためにネッ

トワーク改修等が必要な場合においては、当該接続機能が基本的な接続機能に該当する

ときはその費用を接続料原価に算入することが適当であり、接続事業者が個別的に用い

る機能に該当するときは接続事業者の個別負担となる網改造料として費用回収すること

が適当であるとされているところでございます。 

 次に、「意見８」、収容局と中継局における加入者単位でのアンバンドルをすべきとの

意見でございます。 

 これに対する考え方は、収容局における加入者単位でのアンバンドルについては、収

容ルータから他社中継網へのパケットの振り分け機能を追加することとなり、ルータ等

の容量の抜本的な見直しが必要となることから、その実現は困難と考えられ、また、中

継局における加入者単位でのアンバンドルについては、平成２０年３月２７日付け情報

通信審議会答申に示されたとおり、ＮＧＮが特定のＩＳＰ事業者向けに接続先を限定で

きない仕様となっている等の課題があることから、これらのアンバンドルについては、

今後の市場環境・競争環境等を踏まえ、技術的な問題等を含め、引き続き検討すること

が適当であるとされているところでございます。 



－10－ 

 次に、１３ページをおあけいただけますでしょうか。電気通信市場の関係変化に対応

した接続ルールに係る措置に対する意見でございます。 

 「意見９」、屋内配線の平均的な使用期間は、光信号分岐端末回線と同じ１５年とし

て算定すべきとの意見でございます。 

 これに対する考え方は、ＦＴＴＨサービスの屋内配線については、光信号分岐端末回

線から引き通しで設置される場合であっても、宅内に設置される部分については使用環

境が異なるものである。 

 この点、ＮＴＴ東西では、過去の保守実績等から当該屋内配線の使用年数を算出して

おり、適切なものと認められる。 

 ただし、最近では引き通し形態で設置する事例が増加するといった事情の変化も生じ

ていることから、ＮＴＴ東西においては常に実態に即した使用年数を用いることが必要

であるとされているところでございます。 

 次に、「意見１０」、光屋内配線工事費について、分岐端末回線等接続等に係る既存の

工事費と重複するものがあれば控除する必要があるという意見でございます。 

 これに対する考え方は、光信号分岐端末回線接続工事費・光信号分岐端末回線収容キ

ャビネット等設置工事費には、派遣費用並びに光屋内配線の工事費及び物品費は算入さ

れていないため、適切なものと認められるとされているところでございます。 

 次に、「意見１１」、引き通し形態ではキャビネットは設置されないため、工事費や加

算料についてキャビネットありの料金を適用すべきではないとの意見でございます。 

 これに対する考え方は、キャビネットボックス設置に係る工事費については、当該工

事を行った場合のみ適用することが適当である。 

 光信号分岐端末回線に係る加算料については、接続約款に基づきキャビネットありの

料金を暫定的に適用することは、設置形態を把握していない現状を踏まえるとやむを得

ないが、平成２２年度からはその実態を把握し、平成２４年度以降の接続料算定の際の

調整額に反映することが適当である。 

 また、接続事業者の申し込み内容にかかわらず、工事の現場においてキャビネットボ

ックスの設置の有無が判断されている実態を踏まえると、ＮＴＴ東西においては今後キ

ャビネットボックスの設置割合等を反映した平均的な接続料を設定することが適当であ

るとされているところでございます。 

 次に「意見１２」、無効派遣費用について、具体的な単金を設定すべきとの意見でご
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ざいます。 

 これに対する考え方は、無効派遣費用については、案件ごとに作業時間がさまざまで

あることを踏まえると、現時点で単金を設定しないことは不合理であるとは言えないが、

今後ＮＴＴ東西においては無効となる作業時間の実績を蓄積し、単金化を検討すること

が適当であるとされているところでございます。 

 次に、「意見１３」、サブアンバンドルの実現に賛同。今後、上部区間のみの利用につ

いて接続事業者より要望があった場合には網使用料が遅滞なく設定されるべきとの意見

でございます。 

 これに対する考え方は、賛同意見として承る。 

 なお、ドライカッパの上部区間の網使用料の設定については接続事業者から具体的な

要望があり、技術的に可能な場合にはアンバンドルするという基本的な考え方に基づき

判断することが適当であるとされているところでございます。 

 次に、「意見１４」、ＷＤＭ装置の幅広い利用が可能となるようにその利用状況等を検

証し、算定方法について検討すべきとの意見でございます。 

 これに対する考え方は、平成２１年１０月１８日付け情報通信審議会答申で示された

とおり、ＷＤＭ装置の種類、容量、空き波長は区間によって区々であるため、ＷＤＭ装

置の接続料は、当面は個々の区間ごとに設定することが適当であり、その単金化につい

ては今後の空き波長の利用状況等を踏まえ検討することが適当であるとされているとこ

ろでございます。 

 次に「意見１５」、ＷＤＭ装置に係る接続料や網改造料が事前に明らかにされないた

め、負担額の予見可能性が確保されてない、この意見でございます。 

 これに対する考え方は、ＷＤＭ装置に係る接続料が個々の区間ごとに設定されており、

具体的な金額が不明との意見については「考え方１４」のとおり。 

 その他の分波光変換装置に係る網改造料等については、接続事業者の負担額の予見性

を高める観点から、ＮＴＴ東西においては、可能な限り情報の開示に努めることが適当

であるとされているところでございます。 

 次に、「意見１６」、本件に限らずＮＴＴ東西の網改造料は透明性に欠けるため問題と

の意見でございます。 

 これに対する考え方は、網改造料については、基本的な接続機能とは異なるものの、

第一種指定電気通信設備を利用するために必要となる機能にかかる費用であることから、
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ＮＴＴ東西においては協議等の過程において妥当性、透明性の向上に努めることが適当

であるとされているところでございます。 

 次に、「意見１７」、ＷＤＭ装置の設置の有無に係る情報開示はＤランク以外の区間も

対象にすべきであり、また、空き波長に係る情報についても開示すべきとの意見でござ

います。 

 これに対する考え方は、Ｄランク区間以外におけるＷＤＭ装置の設置の有無に係る情

報及び空き波長に係る情報等の開示については、すべての情報を事前開示することとな

ると、多大なコスト、期間が必要となることから、現時点では事後開示とすることには

合理性がある。 

 なお、総務省においてはＷＤＭ装置の利用状況について注視し、必要に応じて適切な

対応をとることが適当であるとされているところでございます。 

 次に、２５ページ、おあけいただけますでしょうか。「意見１８」、ＷＤＭ装置に係る

線路調査や接続に係る申し込み手続について、申し込みから回答までの期間を短縮すべ

きとの意見でございます。 

 これに対する考え方は、ＷＤＭ装置との接続に係る調査等については、中継ダークフ

ァイバに比べ空き波長の有無や設備状況の調査及び分波光変換装置の調達等が必要とな

ることから、その回答や接続開始までに中継ダークファイバよりも多くの期間を要する

ことは合理的である。 

 なお、ＮＴＴ東西においては、他事業者によるＷＤＭ装置の利用実績が蓄積された場

合には、今回規定する期間について検討を行い、必要に応じて期間の見直しを行うこと

が適当であるとされているところでございます。 

 次に、「意見１９」、ＮＴＴ東西がＷＤＭ装置を更改する場合、接続事業者が分波光変

換装置の利用中止を申し込んだものと見なす規定は不適切との意見でございます。 

 これに対する考え方は、やむを得ない理由によりＷＤＭ装置を更改する場合において、

分波光変換装置の除却費等の負担を求めることには一定の合理性がある。ただし、ＮＴ

Ｔ東西においては接続可否調査に係る協議等において、当該装置の発売時期や導入開始

時期などの予見性確保に資する情報を可能な限り接続事業者に提供することが望ましい。 

 なお、今回の接続約款変更認可申請では、更改の１年前までにその旨を通知すること

としているとされているところでございます。 

 次に、「意見２０」、分波光変換装置に関する個別建設契約を締結する前に接続申し込
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みを撤回した場合は費用負担は発生しないことを接続約款に明記すべきとの意見でござ

います。 

 これに対する考え方は、ご指摘のような場合には費用負担は発生しない旨、接続約款

で規定されているところであるとされているところでございます。 

 次に、「意見２１」、ＷＤＭ装置における利用波長数を客観的に確認するため、局舎内

への立ち入り等を可能とすべきとの意見でございます。 

 これに対する考え方は、利用波長数の確認の方法については、まずは事業者間で協議

することが適当であるとされているところでございます。 

 次に、「意見２２」、複数の光信号中継回線等から構成される回線の両端にＷＤＭ装置

が対向して設置されている区間についてもアンバンドルの対象とすべきとの意見でござ

います。 

 これに対する考え方は、回線の区間が複数にわたる場合におけるＷＤＭ装置の具体的

な申し込み形態については、まずは事業者間で協議することが適当であるとされている

ところでございます。 

 次に、「意見２３」、特別光信号中継回線の接続インターフェースについて、一般的に

広範に利用されているインターフェースもサポートすべきとの意見でございます。 

 これに対する考え方は、インターフェース仕様の追加についてはまずは事業者間で協

議することが適当であるとされているところでございます。 

 次に、「意見２４」、代替手段のコンサルティングの対象にＷＤＭ装置の設置も含める

旨を接続約款に明示的に記載すべきとの意見でございます。 

 これに対する考え方は、代替コンサルティングの具体的な内容について、接続約款に

規定する必要はないが、ＮＴＴ東西においては接続ルール答申を踏まえ、接続事業者の

要望に応じて、ＷＤＭの設置も含めた適切な代替手段を提示することが求められるとさ

れているところでございます。 

 「意見２５」、ＮＴＴ東西を含む接続事業者が中継ダークファイバを効率的に利用し、

空き芯線の捻出に努めるべきとの意見でございます。 

 これに対する考え方は、意見及び再意見のとおり、各事業者においては、中継ダーク

ファイバの効率的な利用に努めることが適当であるとされているところでございます。 

 次に、「意見２６」、異経路構成の確認調査にかかる期間及び費用等の目安をあらかじ

め示すべきとの意見でございます。 
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 これに対する考え方は、調査にかかる期間及び費用については、接続事業者からの求

めに応じ、調査実施前にＮＴＴ東西から提示されるため、事前に検討することは可能と

考えられる。加えて、接続事業者の予見性を高める観点から、ＮＴＴ東西においては可

能な限り情報の開示に努めることが適当であるとされているところでございます。 

 次に、「意見２７」、支障移転工事の通知時期については具体的な期間を定めるべきと

の意見でございます。 

 これに対する考え方は、支障移転工事に要する期間等については、個々の事情により

異なるため、接続約款に規定することは適当ではないが、ＮＴＴ東西においては、可能

な限り速やかに通知することが適当であるとされているところでございます。 

 次に、「意見２８」、異経路構成の再調査にかかる作業時間を短縮できるよう努めるべ

きとの意見でございます。 

 これに対する考え方は、支障移転が行われた場合に、過去に調査した中継ダークファ

イバとの照合は、接続事業者において実施したほうが効率的であると考えられる。 

 なお、ＮＴＴ東西においては異経路調査に当たっては可能な限り作業時間の短縮を図

ることが適当であるとされているところでございます。 

 最後に、「意見２９」、ＷＤＭ装置の設置区間についても、異経路構成に係る確認調査

等の対象とすべきとの意見でございます。 

 これに対する考え方は、ＮＴＴ東西においては、接続事業者から具体的な要望があっ

た場合には、調査に要する費用負担を求めた上で、ＷＤＭ装置の設置区間における異経

路構成に係る確認調査を行うことが適当であるとされているところでございます。 

 以上、踏まえまして、１ページにお戻りいただけますでしょうか。接続委員会からの

報告書でございます。報告書の内容につきましては、冒頭、東海主査からございました

とおり、本件接続約款の変更の認可については諮問のとおり認可することが適当と認め

られる。なお、提出された意見及びそれに対する当委員会の考え方は今ご説明いたしま

した別添のとおりであるとされているところでございます。 

 以上でございます。 

○酒井部会長代理  どうもありがとうございました。 

 それでは、ご意見、ご質問等お願いいたします。かなり細かい内容がいっぱい入っ

ているんですけれども、いかがでしょうか。 

 ＮＧＮの接続料というのは、ある意味ではＩＰネットワークでかかるコストを出す
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という話になるので、かなり大変な話で、解析もできないネットワークのコストを出

すわけですから、結構時間がかかると思いますけれども、とにかくだんだん実績を積

み重ねて、そういうものをきちんと出すような形にしなければいけないだろうとは思

っております。 

○國井委員  すみません。 

○酒井部会長代理  どうぞ。 

○國井委員  全体いろいろなご意見を見ていますと、何となくＮＴＴ東西さんが受け

身で、いろいろなところからのご意見に対して検討する、情報開示しなきゃいけない

けれどまだということですが、ＮＧＮを立ち上げていくには、もう少し積極的にパー

トナーシップの関係としてお互いに要求を出し合って進める必要があると思います。

競争関係もあれば、供給者、ユーザーでもあるということで、微妙な関係だと思うん

ですが、議論していくのにいい仕組みというのはないんですか。 

○酒井部会長代理  結構難しい話だと思いますが、何かうまく……。 

○國井委員  新しい技術ですからね。日本としてはＮＧＮをどんどん立ち上げてほし

いわけですけど……。 

○酒井部会長代理  そうですね。 

○國井委員  使っていただかなければ伸びないですから。使っていただくためには、

いろいろな方のご意見を反映していかないと進まないと思いますし、見えないところ

があるからお約束はできませんというのもわかりますけれど、何かちょっと歯がゆい

感じがするんですけど。 

○酒井部会長代理  ＮＧＮが、もう少しトラヒックが増えてだんだんデータが集まっ

てくると、検討がやりやすくなると思います。接続料というのはある意味ではこうい

うトラヒックならこういうコストになるというのをぴしっと出すことですので、デー

タが積み上がる前には計算しにくいところもあるとは思いますが、どうでしょう。 

○古市料金サービス課長  今回、接続約款の変更について整備をした上で、それを踏

まえて具体的にＮＧＮとの接続案件については、ＮＴＴ東西と接続事業者の間ででき

るだけ建設的に協議していただくということかなと思っております。先ほどの考え方

の中にも特に具体的な案件についてはＮＴＴ東西と接続事業者の間でよく協議をすべ

きであるというような考え方も接続委員会で取りまとめていただいておりますので、

そういった形で今後とも進めていっていただきたいと考えているところでございます。 
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○國井委員  事業者間のディスカッションというか、検討というのはスムースにいっ

ていると考えてよろしいんですか。それとも、いろいろ立場が違ってけんけんごうご

うなんですか。 

○古市料金サービス課長  具体的な協議に当たっては、当然、お互いに立場が違うと

いうこともありますので、なかなか意見が一致しないような場合もあるかと思います

けれども、そういった中で、先ほどの考え方の中にもありましたけれども、できるだ

け建設的に、前向きにその協議をしていっていただきたいと思っているところでござ

います。 

○酒井部会長代理  よろしいでしょうか。それでは、ほかに意見がございませんよう

でしたら、諮問第３０１９号につきましては、お手持ちの答申案どおりに答申したい

と思いますが、よろしいでしょうか。 

 それでは、このとおり答申することとしたいと思います。 

○酒井部会長代理  続きまして、諮問事項のほうの審議に入りたいと思います。 

 諮問３０２２号、東日本電信電話株式会社及び西日本電信電話株式会社の第一種指

定電気通信設備に関する接続約款の変更の認可、これはＮＧＮのイーサネット接続に

関する平成２２年度の接続料の設定でございますけれども、これにつきまして総務省

のほうから説明をお願いいたします。 

○古市料金サービス課長  それでは、お手元の資料１９－３に基づきましてご説明を

させていただきます。 

 ２ページ、申請概要をおあけください。まず２ページの下のＮＧＮのネットワーク

図をごらんいただけますでしょうか。先ほどネットワーク図の中で、青い点線で囲っ

た収容局接続機能、赤い点線で囲ったＩＧＳ接続機能及び黄色い点線で囲った中継局

接続機能、これらの機能について、平成２２年度のＮＧＮ接続料の改定について答申

をいただいたところでございます。 

 本件は、このネットワーク図の中で一番右の緑の点線で囲った部分、この機能につ

いて、平成２０年３月の情報通信審議会答申「次世代ネットワークに係る接続ルール

の在り方について」、いわゆるＮＧＮ答申に基づき、新たに接続料の設定を行うもの

でございます。 

 具体的には、この図にございますとおり、他事業者がみずからのネットワークをＮ

ＧＮのゲートウェイスイッチに接続して、ＮＧＮのイーサネットスイッチ及び伝送路
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設備により通信路の設定及び伝送を行う機能であるイーサネットフレーム伝送機能、

いわゆるイーサネット接続機能について、新たに平成２２年度接続料を設定するため、

接続約款の変更を行うものでございます。 

 次に、３ページ、主な変更内容についてでございます。 

 まず本件の経緯でございますが、ＮＴＴ東西のＮＧＮは、平成２０年３月末から商

用サービスが開始されているところでございますが、それに先立ち、情報通信審議会

においてＮＧＮの接続料のあり方が審議され、ＮＧＮ答申においてイーサネット接続

機能をはじめとするＮＧＮ関連機能についてアンバンドルすることが必要であるとの

考え方が示されたところでございます。ただし、イーサネット接続機能については、

平成２１年度末まで事業者間均一接続料の適用を猶予することが適当との考え方が示

されたところでございます。 

 今回の申請案は、ＮＧＮ答申及び次世代ネットワークの接続料算定等に関する研究

会報告書で示された考え方に基づき、イーサネット接続機能の接続料を設定するため

に接続約款の変更を行うものでございます。 

 次に、平成２２年度接続料の考え方でございます。ＮＧＮイーサネットについては、

研究会報告書を踏まえた第一種指定電気通信設備接続会計規則等の改正を受け、平成

２０年４月１日から開始する事業年度から接続会計が整理されているところでござい

ますが、サービス開始後日が浅いため、現時点では需要が少なく、今後相当の需要の

増加が見込まれるサービスであることから、今回の申請案では平成２２年度の１年間

を算定期間とした将来原価方式により接続料を算定することといたしております。 

 具体的には、下の図にございますように、４つの階梯、具体的にはアクセス回線、

ＭＡ内設備、県内中継設備及び相互接続用設備、これらの階梯別に設定しているとこ

ろでございます。 

 また、この図にございますとおり、ＮＧＮイーサネットの網内で接続事業者網との

通信のみ取り出して接続料化するため、複数対地間で接続可能なクローズドユーザー

グループ、いわゆるＣＵＧタイプではなく、接続事業者との相互接続点、いわゆるＰ

ＯＩと１対１でのみ接続するＰＶＣタイプに関し、接続料を設定しているものでござ

います。 

 なお、基本機能である本機能の利用に当たっては、接続事業者から要望があった時

点でＮＴＴ東西においてシステム改修を行う必要がございますが、この費用はＰＶＣ
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タイプを利用する接続事業者間において負担することとなる予定でございます。 

 次に、具体的な接続料算定の内容についてでございます。 

 まず、接続料原価の算定でございますが、ＮＧＮイーサネットの平成２２年度接続

料原価の算定に当たっては、平成２０年度の接続会計におけるＮＧＮイーサネット設

備の設備管理運営費をベースに、イーサネットサービスのユーザー数等に応じた設備

構築実績を踏まえて予測した平成２２年度の取得固定資産価額の伸び率等を考慮した

上で、それぞれの費用の算定を行っているところでございます。 

 その上で、この費用を設備の種類に応じて直課または配賦しているところでござい

まして、具体的にはＮＧＮイーサネットを構成する設備のうち収容スイッチ、中継ス

イッチ、ゲートウェイスイッチと局内メディアコンバータにかかるコストは関係する

階梯別コストに直課するとともに、伝送路のコストは関係する階梯別コストに配賦し

ているところでございます。この伝送路コストは、波長数比によりイーサネット接続

機能とそれ以外のＮＧＮ接続機能との間で分計しているところでございます。 

 以上踏まえまして算定した階梯別コストごとの接続料原価を取りまとめたものがこ

の４ページの真ん中についている表でございます。 

 次に、接続料の算定方法についてご説明させていただきます。イーサネット接続機

能の接続料は、今ごらんいただきました階梯ごとの接続料原価を各階梯ごとの需要で

除して算定するわけでございます。今回の申請案ではＭＡ内設備及び県内中継設備の

需要については、既存のネットワークと異なるＮＧＮイーサネットの特徴を考慮し、

ＰＶＣ換算係数、帯域換算係数、逓減的な料金体系及びバルク型料金体系の採用とい

うそれぞれの措置を講じているところでございます。 

 まず、今回の接続料は、ＰＶＣタイプについて設定しているわけでございますけれ

ども、ＰＶＣとＣＵＧを比較すると、アクセス回線からＰＯＩまでの全区間で契約帯

域と同帯域のネットワークを使用するＰＶＣに比べ、網内折り返しが可能なＣＵＧは、

契約帯域に対するネットワークの使用帯域が小さい点に着目し、ＰＶＣ換算係数を算

定しているところでございます。具体的にはＣＵＧの契約帯域にＰＶＣ換算係数をか

けて需要の算出に用いているところでございます。 

 ５ページの一番上の表が具体的なＰＶＣ換算係数をあらわした表でございます。例

えばＮＴＴ東日本のＭＡ内設備でいいますと、ＰＶＣを１とした場合にＣＵＧは０.

５９の割合で需要を算定しているところでございます。 
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 さらに、一般的にＩＰ系の装置価格について、帯域差ほど費用差が生じていないこ

とに着目し、帯域換算係数の算定を行い、需要の算出に用いているところでございま

す。具体的にはシスコシステムズ社が平成１７年に発売開始したスイッチ、Ｃｉｓｃ

ｏ６５０４が冗長化構成することができ、かつ１０ギガｂｐｓのポートを搭載可能で

あり、通信事業者等に広く使われている実績のある機種であるため、当該スイッチの

ポート帯域とポート単価から帯域とコストの関係式を推定し、帯域換算に用いている

ところでございます。例えば、１００メガｂｐｓと１０ギガｂｐｓは帯域比では１対

１００であるのに対し、ポート単価比では１対７.４となり、これらの関係式を推定

すると、帯域１０倍ごとにコストが約２.７倍に増大する関係となるところでござい

ます。 

 また、接続料算定に当たっては逓減的な料金体系としているところでございまして、

具体的にはＭＡ内設備と県内中継設備の帯域ごとの接続料について、今申し上げた帯

域換算を用いた接続料を算定することにより逓減的な料金設定を行っているところで

ございます。例えば１００メガｂｐｓの接続料は１０メガｂｐｓに対して約２.７倍

の接続料となっているところでございます。 

 さらに、今回の接続料のそれぞれの接続事業者への適用に当たっては、バルク型料

金体系としているところでございまして、具体的には事業者ごとに利用している回線

を個別にとらえずに、各回線にかかる帯域を合算して接続料を算定、適用するもので

ございます。 

 なお、スケールメリットが働くのは同一の設備を利用する場合に限られることから、

合算する回線は同一ＭＡないし同一県内の回線に限定しているところでございます。

例えば１事業者が同一ＭＡ内で５０メガ、７０メガ及び８０メガの３回線を使用する

場合、合算した２００メガの帯域に相当するＭＡ内料金が適用されることとなるわけ

でございます。 

 以上、踏まえまして、接続料算定の設定の仕方でございますが、まずアクセス回線

につきましては、局内メディアコンバータのコストを総アクセス回線数で除し、加入

者光ファイバ接続料を加算して、回線ごとの接続料を設定しているところでございま

す。 

 また、ＭＡ内設備につきましては、ＰＶＣ換算係数等を適用したＭＡ内設備の単位

帯域当たり料金に各品目の換算後帯域を乗じて、ＭＡの通信速度品目ごとの接続料を
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設定した上で同一設備における事業者ごとに合算した帯域ごとに適用しているところ

でございます。 

 県内中継設備につきましても同様にＰＶＣ換算係数等を適用した県内中継設備の単

位帯域当たり料金に各品目の換算後帯域を乗じて県内の通信速度品目ごとの接続料を

設定した上で同一設備における事業者ごとに合算した帯域ごとに適用しているところ

でございます。 

 最後に、ゲートウェイスイッチにつきましては、ゲートスイッチのコストをゲート

ウェイスイッチ台数で除して算定した上で、伝送路分は他社利用ゲートウェイスイッ

チ台数で除したものを加算し、装置ごとに接続料を設定しているものでございます。 

 以上踏まえた具体的な接続料の水準をまとめた表が６ページの表でございます。こ

こにありますとおり、それぞれの階梯の表の中で、ピンクのハッチがかかっている部

分がそれぞれの階梯の具体的な接続料水準をあらわしているものでございます。 

 以上が今回の設備約款変更の概要でございますが、次に７ページ、８ページ、ごら

んいただけますでしょうか。今回の接続約款変更案に関する審査結果でございますが、

ここにございますとおり、審査事項２、１６、１７、１８に照らして審査結果「適」

としているところでございまして、認可することが適当ではないかと考えているとこ

ろでございます。 

 次に、参考資料をごらんいただけますでしょうか。今回のＮＧＮイーサネット接続

機能の接続料と利用者料金の関係、いわゆるスタックテストの検証結果についてでご

ざいます。 

 １ページをごらんください。１ページの下の２検証結果というところをごらんいた

だけますでしょうか。今回のスタックテストの検証におきましては、現行スタックテ

ストガイドラインに基づき、ＮＴＴ東西がＮＧＮを利用して提供している広域イーサ

ネットサービスでございますビジネスイーサワイドについて、ＮＴＴ東西に対してそ

れぞれ検証に必要な資料の提出を求めたところでございます。検証方法としては、利

用者料金が接続料を上回っているか否かについて、個々の利用形態ごとに検証すると

ともに、利用者料金収入と接続料収入の差分、いわゆる営業費相当分が営業費の基準

値、具体的には利用者料金収入の２０％を下回らないものであるか否かの検証を、サ

ービスブランドを単位として実施しているところでございます。 

 なお、ＮＴＴ東西が提供するビジネスイーサワイドについては、ＣＵＧタイプの利
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用者料金のみを設定しており、ＰＶＣタイプの利用者料金を設定していないことから、

検証の対象とする接続料についてはＰＶＣタイプの接続料を算定した際の考え方及び

手順に基づき、ＣＵＧタイプの接続料相当額を計算し、当該料金とＣＵＧタイプの利

用者料金の関係を検証したところでございます。 

 また、ＣＵＧタイプの利用者料金は、ＭＡ内料金が１ギガｂｐｓごとの設定となっ

ており、また、事業者ごとにバルク型料金も採用していないなど、接続料とは料金設

定の単位や対象に違いがあることから、利用形態ごとの利用者料金と接続料を比較す

ることとしております。具体的にはＭＡ設備まで利用する場合と県内設備まで利用す

る場合の１回線当たりの平均的な利用者料金と接続料相当額を計算し、これらを比較

することで検証したところでございます。 

 以上踏まえた具体的な検証結果が下についている表のとおりでございますが、ごら

んのとおり、すべての項目でスタックテストの要件を満たしていると認められるもの

でございます。 

 最後に検証結果に対する総務省の考え方でございますが、ビジネスイーサワイドに

ついては営業費相当分は基準値を上回っており、かついずれの利用形態においても利

用者料金が接続料を上回っており、接続料は不適正ではないものと考えているところ

でございます。 

 以上でございます。 

○酒井部会長代理  どうもありがとうございました。 

 それでは、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

○國井委員  すみません。よろしいですか。単純に比較はできないと思うんですけれ

ど、この価格というのは国際的に比較した場合にどうなんでしょう。競争力が非常に

あるというか、コストパフォーマンスがいいと思われるか。サービスが違うので単純

じゃないと思うんですけどね。 

○古市料金サービス課長  実は、ＮＧＮに関してはＮＴＴ東西が平成２０年３月から

サービス開始をしているわけでございますけれども、国際的に見てもＮＴＴ東西は先

頭を走っているというようなことでございますので、具体的に、例えばほかの諸外国

でＮＴＴ東西と同じようなＮＧＮのネットワークサービスを提供しているという例は

ないと認識しておりますので……。 

○國井委員  もちろんそうなんですけれど……。 
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○古市料金サービス課長  単純な比較はなかなか難しいかなと思っております。ただ、

今回コストベースということできちんと計算しておりますので、そういった意味では

接続料に基づくサービス提供というのは、そういった意味では競争力が……。 

○國井委員  競争力があると見なしていらっしゃると。 

○古市料金サービス課長  あるものと認識しているところでございます。 

○酒井部会長代理  むしろ、外国の専用線的な料金との比較はできると思いますが、

接続料形態のは多分ないと思います。海外のサービスがどうなっているかというのは

私は十分知識はありませんが。。 

 ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

 それでは、本件につきましては、当審議会の議事規則第４条第１項の規定に従いま

して、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、インターネット等に掲

載する等して公告し、広く意見の募集を行うことといたします。 

 本件に関する意見招請は規定どおり２回実施することといたしまして、１回目の意

見招請期間は平成２２年４月２８日までといたします。 

 また、提出されました意見を踏まえ、２回目の意見招請を行ってから、接続委員会

において調査・検討いただいた上、最終的に当部会として答申をまとめることとした

らいかがかと思いますが、よろしいでしょうか。 

 では、その旨決定することといたします。 

○酒井部会長代理  では続きまして、諮問第３０２３号、端末設備等規則の一部改正に

つきまして、総務省のほうから説明をお願いいたします。 

○田原電気通信技術システム課長  端末設備等規則の一部改正についてご説明させてい

ただきます。資料１９－４をごらんください。資料１９－４、２ページ目に概要を書か

せていただいております。 

 従来のアナログ電話サービスと同様の電話番号、これは０ＡＢ～Ｊ番号と申しますが、

０ＡＢ～Ｊ番号を用いたＩＰ電話サービスというのは加入者が順調に増えておりまして、

昨年末で１,３６６万に達するなど、アナログ電話サービスや携帯電話サービスと並ぶ

主要な電話サービスへと発展しております。 

 こうした状況を受けまして、昨年７月、情報通信審議会におきまして、ＩＰ電話端末設

備が具備すべき機能等に関する技術的条件などにつきまして一部答申がなされていると

ころでございます。本件は、この一部答申を踏まえまして、関係省令の整備を行うもの
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でございます。 

 改正の概要でございますけれども、諮問にかかります本改正の具体的内容といたしまし

ては、１番目といたしまして、０ＡＢ～Ｊ番号を使用するＩＰ電話、以下単にＩＰ電話

端末と言わせていただきます。ＩＰ電話端末に係る所要の技術基準の整備のほか、ＩＰ

電話端末、その他通話の用に供する端末からの緊急通報の発信を担保するための規定の

整備を行うため、電気通信事業法の端末設備等規則の改正を行うものでございます。 

 ＩＰ電話端末でございますけれども、端末設備等規則におきましては、これまで電話端

末としてではなく、データ通信端末と位置づけられておりまして、特に電話として求め

られる機能というものは制度上担保されておりませんでした。 

 ＩＰ電話が先ほど申し上げましたとおり、１,３６６万とかなり普及したということも

踏まえまして、ネットワークの保護とか、利用者の利便性確保といった観点から電話と

して最低限必要な機能を満たすとともに、ＩＰ電話特有の課題についても対応するよう

に、端末設備等規則において所要の規定の整備を行いたいと考えている次第でございま

す。 

 また、緊急通報に係る部分でございますけれども、通信端末の多様化とか、国際化とい

った流れの中で、一部の電話端末におきまして、端末側の機能がしっかりと具備されて

いなかったがために１１０番や１１９番等がつながらなかったというような不具合が発

生した事例がございます。こういった事例の再発を防ぐためにも、通話の用に供する端

末につきまして端末設備等規則上におきまして緊急通報機能の具備に関する規定を新た

に定めようというものでございます。 

 参考資料を使って若干補足させていただきます。お手数ですが、６ページをごらんいた

だければと思います。横の表になりますけれども、ＩＰ電話端末等に係る端末設備等規

則の改正というタイトルの資料でございますけれども、端末設備等規則上に、まず右の

上から来る赤い矢印の部分ですけれども、ＩＰ電話端末を電話用設備として位置づける

ために、端末設備等規則の第４章に第３節という１節を新たに設けまして、ＩＰ電話に

係る規定を設けることとしております。 

 また、緊急通報に係るものについては、ＩＰ電話端末のほか、従来から通話に使われて

いるものでございます、アナログ電話、移動電話──携帯、ＰＨＳですが──及びＩＳ

ＤＮの端末についても緊急通報発信を担保するための規定というものをあわせて設けて

いくというものでございます。 
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 その次のページに改正の具体的内容をもう少し細かく条項別に並べて書いてございます

けれども、ＩＰ電話端末につきましては、真ん中の赤い縦の四角のところでございます

けれども、規定としましては、ＩＳＤＮ端末と同様な規定、一番下のほうの電気的条件、

送出電力、こういったもののほか、ＩＰ電話端末特有の機能として識別情報──大規模

停電などからの復旧の際に識別情報をネットワーク側に登録しますけれども、その登録

の際にふくそうが起きないように制御するといったような機能とか、ふくそうしている

ということを利用している方に通知して、さらにふくそうを助長するようなことが起き

ないようにするためのふくそう通知機能、こういったものを新たに設けるということと

しております。 

 ２ページ目に戻っていただきまして、これらＩＰ電話端末に係る技術基準の整備及び緊

急通報発信を担保するための規定の整備、こちらが諮問の対象になります。改正の概要

の３番目のところでございますけれども、こちらについては諮問事項ではございません

が、ＩＰ電話端末に係る技術基準の整備にあわせて、ＩＰ電話端末に係る技術基準適合

認定というものの区分に係る規定の整備を行いたいと考えております。 

 ＩＰ電話端末の技術基準適合認定の区分として新たに「Ｅ」という端末の区分を設けた

いということで、端末機器の技術基準適合認定等に関する規則の改正をあわせて行いた

いと考えているところでございます。 

 これらの改正の施行期日でございますけれども、端末の機能試験等にかかる準備期間も

必要だということもございまして、施行期日は２３年４月１日としております。また、

これ以降新たに市場に投入される端末に適用していくという形にしております。なお、

端末開発に要する時間等も考慮いたしまして、端末への所要の機能の具備を全部必須と

するまでにはさらに１年から２年の猶予期間を設けることとしているところでございま

す。 

 なお、３番目については先ほど申し上げましたとおり、諮問の対象外となりますが、諮

問事項でありますＩＰ電話端末の技術基準等と密接に関係するものとなりますので、こ

れらをまとめまして、総務省のほうでパブリックコメントの手続をさせていただければ

と考えております。 

 説明は以上でございます。ご審議のほどよろしくお願いします。 

○酒井部会長代理  どうもありがとうございました。 

 それでは、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 
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 ちょっとよくわかってないのですが、アナログ電話に関しても緊急通報機能というのは

端末のほうが何か持つように規定するのですか。ただ、１１０番というだけじゃなくて。 

○田原電気通信技術システム課長  通常、アナログ電話というのは、番号を普通に発し

ていれば、１１０番、１１９番はつながりますので、あえて規定しなくていいのではな

いかというように我々も当初考えておりましたけれども、普通のつくりをしていれば１

１０番等への発信ができるのですが、あえてそれをブロックするようなものが端末上入

らないとも限らないということがあるので、念のため規定をさせていただくということ

でございます。実態は何も変わらないのではないかと思っております。 

○酒井部会長代理  そうでしょうね。 

○田原電気通信技術システム課長  はい。 

○酒井部会長代理  わかりました。 

 いかがでしょうか。何か。よろしいですか。技術的な規定の追加で、１１０番がかから

ないような端末があるということは知らなかったのですけれども、そうした事例もある

ということで、きちんと規定すべきだと思います。 

 それでは、よろしいようでしたら、本件につきましては、当審議会の議事規則第４条第

１項の規定に従いまして、諮問された案を本日の部会長会見で報道発表するほか、イン

ターネット等に掲載するなどして公告し、広く意見の募集を行うことといたします。 

 なお、総務省からの提案どおり、本報道発表及び意見招請につきましては、諮問を要し

ない事項も含めて一体として総務省が実施することを当部会で決定することといたしま

す。 

 また、本件に関する意見招請期間は４月２８日までとしていただければと思います。よ

ろしいでしょうか。 

 よろしければ、その旨決定することといたします。 

○酒井部会長代理  続きまして、報告事項に移ります。まず第１項目、東日本電信電話

株式会社及び西日本電信電話株式会社の基礎的電気通信役務に係る効率化のための具体

的方策並びに基礎的電気通信役務支援機関の平成２２年度事業計画、これにつきまして

総務省から報告がございます。よろしくお願いします。 

○村松料金サービス課企画官  それでは、資料１９－５に基づきましてユニバーサルサ

ービスの関係、２点、ご報告申し上げます。 

 １点目はＮＴＴ東西のユニバーサルサービスに関します効率化の計画でございます。
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１ページをお開きください。まず報告の趣旨でございますけれども、平成１８年１１月、

情報通信審議会におきまして、最初のユニバーサルサービスの交付金の認可の答申をい

ただいた際に要望をいただいております。下の左側にございますとおり、ＮＴＴ東西は

交付金の算定の前提としている設備利用部門の費用の経営効率化率７％達成度合いを総

務省に報告すること。この要望に基づきまして、右のとおり、ＮＴＴ東西に対しまして

行政指導を行っております。そのうちの一番下の部分でございますが、毎年度の事業計

画の認可申請の際にユニバーサルサービスに係る効率化のための具体的方策について報

告すること。これに基づきまして、先般３月１日にＮＴＴ東西から計画の報告がござい

ましたので、ご説明申し上げたいと思います。 

 恐れ入りますが、２ページをお開きください。報告のポイントでございます。まず①

にございますとおり、２２年度におきましてもＮＴＴ東西ともに、設備利用部門の費用

につきまして７％の効率化を継続するという計画でございます。東が１０２億円の減、

西が８４億円の減でございます。主な効率化の計画でございますけれども、下の表をご

らんください。人員数の削減につきましては東が２,０００人、西が３,０００人。それ

から、業務の集約としましては、主なところではＮＴＴ東日本のほうが１１６業務の拠

点集約、西の方は料金業務の拠点集約の効果が大きいところでございます。 

 それから、３ページ、４ページにつきましてはその詳細でございますので、説明のほ

うは割愛したいと思います。 

 続きまして、５ページをお開きください。報告の２点目、基礎的電気通信役務支援機

関の平成２２年度の事業計画、収支予算でございます。そのポイントでございますが、

まず①にございますとおり、支援業務費につきましては６,９００万円ということで、

今年度に比べまして１００万円の減ということで、効率化を図っております。 

 ポイント２点目でございますが、効率的かつ多面的な周知広報の実施ということで、

２２年度算定の番号単価は２１年度の８円と同程度となることが予想されますので、周

知広報費の効率化を図ることによりまして支出額の抑制を図っております。また、制度

の一層の浸透を図るため、新たに消費者団体との意見交換会を計画するなど多面的な周

知広報を実施する計画となっております。 

 それから、③にございますとおり、予備費の計上ということで、２２年度も不測の事

態に備えまして、今年度と同額の３００万円を予備費として計上しております。 

 ６ページは参考でございますけれども、来年度の支援業務費の詳細につきまして今年
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度の概算の決算額、それから、今年度の予算額と比較した表でございますので、こちら

はごらんいただければと思います。 

 最後７ページでございます。こちらも参考でございますけれども、ユニバーサルサー

ビスに関しますユーザーからの問い合わせの状況でございます。総務省に対するもの、

支援機関に対するもの、事業者に対するものそれぞれございますが、このような状況で

ございまして、番号単価の変更もございませんので、大きな変更はないところでござい

ますけれども、今後とも三者協力しながら周知広報を進めていきたいというふうに考え

ているところでございます。 

 以上でございます。 

○酒井部会長代理  どうもありがとうございました。 

 それでは、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。どうぞ。 

○長田委員  ユニバーサルサービス制度は、今後、新しい制度についてもいろいろ議論

していく展開になっていくと思いますが、そのためには、今現在の仕組みについてどれ

だけ利用者の皆さんに知らせることができるのかというのがすごく大切だと思います。

広報の難しさというのは、私もご一緒に参加させていただいて、よく分かっていますし、

今年度も新しい試みを計画はしてくださっていますが、とにかくありとあらゆる機会を

使って広報していかないといけないと思っています。８円とかいう金額にみんなが慣れ

て、何だか当たり前のようになってしまっている現状の中、どうすればいいのか、うま

くは言えませんけれども、とにかくより努力をしていかなければいけない一番のタイミ

ングではないかと思いますので、こちらも協力していきますけれども、もっと頑張りま

しょうと申し上げたいと思います。 

○酒井部会長代理  確かに８円とかそこらの値段ですと、あまり興味を持たれないです

ね。 

○長田委員  そうなんですね。だけど、この後私たちはどういう仕組みを望んでいくの

かという議論をするときにもともとの知識というか、共通の認識みたいなものがないと、

なかなかそこの話がしにくくなっていくので、今が一番、これからの１年間が大切だな

と考えています。 

○酒井部会長代理  もちろん、そういった中でほんとうにユニバーサルサービスという

のをどこまでの範囲にするのかということも重要ですね。携帯もそうなのか。広帯域が

そうなのか。それも含めて、多分今後見直し等もいくのだと思いますので、よろしくお
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願いしたいと思います。 

 ほかはよろしいでしょうか。 

○酒井部会長代理  それでは、よろしければ、最後に競争セーフガードに基づく検証結

果につきまして、総務省より報告がございます。よろしくお願いいたします。 

○淵江事業政策課長  それでは、今年度の競争セーフガード制度に基づく検証結果につ

きまして、資料に基づいてご説明したいと思います。 

 資料の２ページ目からご説明させていただきたいと思います。ご案内とは思いますが、

まずは競争セーフガード制度の概要についてご説明いたします。競争セーフガード制度

とは、ＰＳＴＮからＩＰ網へのネットワーク構造の変化や市場統合の進展が見込まれる

中、公正競争確保のために電気通信事業法及びＮＴＴ法に基づき、これまで講じられて

きた競争セーフガード措置の有効性、適正性を検証し、当該措置を市場実態を的確に反

映したものとするために定期的に検証する仕組みとして２００７年度から運用を開始し

たものでございます。今回は３度目になります。 

 検証対象としては以下の２点でございまして、電気通信事業法に基づく指定電気通信

設備制度に関する検証、具体的には指定電気通信設備に関する検証、禁止行為規制に関

する検証。それと日本電信電話株式会社等に関する公正競争の検証、具体的には累次の

公正競争要件の遵守状況の検証、公正競争要件の見直しの必要についての検証というこ

とでございます。 

 今年度の検証のスケジュールでございますが、２のところで、昨年の６月３０日に現

行制度の運用に係る問題点等に関する意見公募を実施いたしました。８月に再意見の公

募を実施いたしまして、６２項目のご意見が出されてきたところでございます。本年１

２月２８日に検証結果について公表いたしまして、それについての意見募集を実施し、

今年の２月１９日に検証結果を確定、公表し、ＮＴＴ東西への要請を実施したところで

ございます。 

 その概要につきましては３ページ目のほうに記載させていただいてございます。意見

公募で寄せられた６２項目の論点につきまして、２月１９日にＮＴＴ東西に対して報告

を要請する事項等を盛り込んだ検証結果の確定を公表いたしたところでございます。 

 主な検証結果でございますが、ＮＴＴ東西に対する所要の措置を要請する事項といた

しまして、県域等子会社の役員、ＮＴＴ東西の役員等との兼務状況。これにつきまして

は、ＮＴＴ東西と県域等子会社の経営が実質的に一体となっているおそれがあることか
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ら、公正競争確保上問題が発生していないか、引き続き注視するとともに、一昨年、昨

年と同様に、役員の兼任の実態について報告の要請をしたところでございます。 

 引き続き注視する事項のところで、主なものを抜粋させていただいてございます。３

点抜粋させていただいています。県域等子会社を通じた排他的共同営業などは禁止行為

規制等の潜脱に該当するおそれがあるという指摘がございました。 

 県域等の子会社等を特定関係事業者に追加し、ＮＴＴ東西との間に厳格なファイアウ

ォールを設けるべきというご指摘もいただきました。 

 １１６番窓口におけるフレッツひかり等の営業活動に対するご懸念についてのご指摘

もいただきました。 

 これにつきまして、一昨年度及び昨年度の検証結果に基づき、ＮＴＴ東西に対し、所

要の措置を要請した営業面でのファイアウォールの遵守等の徹底等につきまして、ＮＴ

Ｔ東西の当該措置の運用を引き続き注視するということといたしましたと同時に、昨年

の１１月１８日に発覚いたしましたＮＴＴ西日本及び県域等子会社において利用者情報

の不適切な取り扱いの事件が発生いたしまして、本年２月４日に業務改善命令を行った

ところでございます。 

 同命令に基づき、ＮＴＴ西日本から提出されました業務改善計画及び以後２年間にわ

たって３カ月ごとに提出される報告を精査しまして、電気通信事業の公正な競争を確保

するため、適切に対応していきたいというふうに考えてございます。 

 ＮＴＴ東日本につきましても、本年２月４日に同内容の行政指導を行ったところでご

ざいまして、同行政指導に基づきまして、同社から提出された実施計画及び以後１年間

にわたり３カ月ごとに提出される報告を精査し、電気通信事業の公正な競争を確保する

ために適切な対応をしてまいりたいと思います。 

 ご参考でございますが、業務改善命令の概要について少しだけご説明させていただき

たいと思います。８ページに飛んでしまいますが、申しわけございません。事案の概要

でございます。平成２１年８月から１０月にかけて、ＮＴＴ西日本の従業員が、同社が

他の電気通信事業者の電気通信設備との接続の業務に関して入手した他の電気通信事業

者への電話番号移転に関する情報を株式会社ＮＴＴ西日本－兵庫の従業員に提供し、次

いで、株式会社ＮＴＴ西日本－兵庫の従業員が販売代理店に提供したという、あっては

ならない事件が発生したところでございます。 

 これにつきまして、大変申しわけございません。５ページに戻らせていただきまして、
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発覚いたしましたと同時に、ＮＴＴ西日本に対し、電気通信事業法第１６６条第１項の

規定により報告を徴収いたしまして、本年１月２８日に電気通信事業紛争処理委員会に

諮問し、２月４日に委員会より答申をいただき、業務改善命令を発出いたしました。 

 業務改善命令の概要につきましては２のところに書かれたとおりでございまして、１

つとしまして、他の事業者等に関する情報につきまして閲覧──これは画面で見るもの

でございます。取り出しというのは、全部の情報を打ち出すことでございますが──と

なる対象となる情報が業務上必要な範囲にとどまるように、顧客情報の管理システムに

ついて見直すこと。必要最小限度のものしか見られないような顧客管理システムをつく

り直すことを要請いたしました。 

 ２つ目が、顧客からの問い合わせ、注文等の他事業者に関する情報を個別に取り扱う

もので、合理的であるというものを除きまして、他の事業者に関する情報を自社が提供

する役務の営業にかかわる一切の行為から隔絶される措置をとること。つまり、営業部

門において他社情報が取り扱えないように組織的に分断するようなことを要請いたしま

した。 

 ３番目といたしまして、このような事件が発生したことから、社内規定を検証しまし

て、規定の再整備等所要の措置を講ずるとともに、法令遵守が徹底される体制をＮＴＴ

西日本において構築していただくこと。 

 それと同時に、ＮＴＴ西日本が他の事業者等に関する情報の取り扱いにかかわる業務

委託を行う会社についてもきちっと構築していただくこと。 

 ４つ目といたしまして、このような事件が発生したということで、自主点検の拡充、

それと地域子会社の監査を含む実効的な監査・監督体制を構築するということ。 

 と同時に、以上につきまして業務改善計画を３月４日までに総務省に提出し、業務改

善の実施及び改善状況を取りまとめて、２４年３月までの間、３カ月ごと総務省に報告

するということの業務改善命令を出したところでございます。 

 ６ページ以下は省略させていただきますが、業務改善計画が報告された、その中身で

ございます。 

 以上簡単でございますが、ご報告させていただきます。 

○酒井部会長代理  どうもありがとうございました。 

 それでは、ご意見、ご質問等ございますでしょうか。 

○國井委員  すみません。 
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○酒井部会長代理  どうぞ。 

○國井委員  最後の業務改善命令に関する話なんですけど、仕組みをきっちりつくる、

システムをかっちりつくるということと、啓発活動が非常に重要だと思うんですね。結

局、すべて完璧に制度をつくるというのは無理で、社員の方たちがしっかりそれに対し

て意識を持っているということが重要だと思います。そういうことに関しても教育の頻

度とか、どのように管理されているかとかということも見られたほうがいいと思うんで

すけど。 

○酒井部会長代理  どうぞ。 

○淵江事業政策課長  そのようなことにつきまして、３の法令等の遵守が徹底される体

制を構築しなさいということを命じたところでございまして、これに基づきまして、７

ページの３のところになると思います。３の２つ目のところでございますが、他事業者

情報の適正利用に関する研修の内容の充実を図って、法令等の遵守を再度徹底する取り

組みを強化するということで、特に他事業者情報の適正な取り扱いというものについて

取り出して教育研修をするということをするというふうに聞いてございます。 

○國井委員  これを定期的に……。 

○淵江事業政策課長  定期的にやると。 

○國井委員  新人も入ってきますからね。やっていただく。 

○淵江事業政策課長  その状況につきましては３カ月ごとに確認していきたいと思って

おります。 

○國井委員  はい。 

○酒井部会長代理  ほかはいかがでしょうか。よろしいですか。 

○酒井部会長代理  それでは、以上で本日の審議は終了いたしました。委員の皆様から

何かございますでしょうか。事務局のほうから何かございますか。よろしいですか。 

 それでは、以上で本日の議事を終了いたします。次回の事業部会につきましては別途

確定になり次第、事務局より連絡いたします。どうもお忙しいところありがとうござい

ました。 

閉  会 

 


